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第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
企
業
組
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
に

一

企
業
組
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
に
従
事
す
る
組
合
員
の
数
が
二
十

従
事
す
る
組
合
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
も
の
及
び
協
業
組
合
で
あ
つ

人
以
下
の
も
の

て
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
も
の
と
す
る
。

二

協
業
組
合
で
あ
つ
て
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下

の
も
の

三

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
七
十

二
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
農
事
組
合
法
人
で
あ
つ
て
、

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
も
の


